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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

回  次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

完成工事高 (千円) 4,488,711 3,211,460 3,505,457 10,888,114 9,421,841

経常損失 (千円) 143,930 234,101 103,780 68,924 248,571

中間（当期）純損失 (千円) 149,805 215,180 203,494 148,660 193,572

持分法を適用した場合の
投資利益 

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 (千株) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

純資産額 (千円) 4,825,217 4,606,538 4,238,131 4,909,856 4,521,281

総資産額 (千円) 10,095,045 9,800,734 8,920,461 9,435,019 9,237,283

１株当たり純資産額 (円) 484.70 462.81 425.84 493.26 454.26

１株当たり中間（当期）
純損失 

(円) 15.05 21.62 20.45 14.93 19.45

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － 3.00 3.00

自己資本比率 (％) 47.8 47.0 47.5 52.0 48.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 444,803 173,280 26,462 340,146 61,950

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △194,425 △28,862 △207,766 △270,007 90,975

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △85,071 △30,013 △129,943 △85,348 △150,058

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 1,898,440 1,851,566 1,415,928 1,716,691 1,728,838

従業員数 (人) 165 165 156 164 156



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

  （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．取締役兼務者以外の執行役員９名が含まれております。 

 当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任

を負う執行役員制度を導入しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 総評全日本建設産業労働組合三信建設工業分会と称し、昭和49年11月26日結成され、平成19年9月30日現在の組合員数は58名

となっております。 

 対会社関係は、結成以来円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

  

  

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 156



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、民需主導で成長を続けてまいりました。大手企業の収益改善により設備投資等も

順調に推移しておりましたが、世界的な原油価格、穀物価格の高騰、最近では米国のサブプライムローン問題の拡大等、景気

の先行きに対する不透明感はますます強まっております。 

建設業界におきましては、民間の設備投資の増加に伴うオフィスビル、工場等の建設は一段落し、またマンション等の住宅

投資も減少傾向にあります。公共工事につきましても、国、地方公共団体の財政事情等により削減傾向に歯止めが掛からず引

き続き低水準で推移しており、受注環境は相変わらず厳しい状況に置かれております。 

当社の場合は、主として地盤関連技術の専門工事に特化し、固有の技術商品力を強化、改善しつつ相応した規模で比較的堅

実に経営を続けてまいりました。 

当中間会計期間も、多様な工法、技術を有効に活用しながら受注、施工、利益等計画の達成に全力を挙げました。 

受注高は、恒常的な供給過剰からなる受注競争の激化、また一部工事の発注時期のずれ込み等もあり35億70百万円（前年同

期比8.6%減）となりました。 

完成工事高は、上半期の受注減及び完成工事の下期繰越等の影響もありましたが35億5百万円（前年同期比9.2%増）となりま

した。 

経常損益は、受注競争の激化により工事採算が悪化する中、工事原価の低減に努力し損失額が前年同期より減少しました

が、1億3百万円の経常損失（前年同期は2億34百万円の経常損失）が発生致しました。 

中間純損失は、有力得意先の破綻に伴う特別損失が発生し、2億3百万円（前年同期は2億15百万円の中間純損失）となりまし

た。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、下記要因により前中間会計期間末に比べ4億35百万

円減少（前年同期比23.5％減）し、当中間会計期間末には14億15百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は26百万円(前年同期比84.7％減)となりました。 

 これは主に、工事代金受入の減少によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は2億7百万円(前年同期は28百万円の使用)となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得及び投資事業有限責任組合への出資によるものあります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は1億29百万円(前年同期は30百万円の使用)となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済及び配当の支払によるものであります。 

  

  



２【受注工事高及び施工高の状況】 

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては期中受注工事高にその増減

額を含めております。従って、期中完成工事高にも係る増減額が含まれております。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

４．期中受注工事高のうち海外工事の割合は、前中間会計期間11.4％、当中間会計期間4.2％で、そのうち請負金額１億円以

上の主なものは、次のとおりであります。 

  

前中間会計期間 

  

当中間会計期間 

  

 

期 別 工種別 
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
  

（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中 

施工高 
（百万円）

手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

      ％  

前中間会計期間 地盤注入工 3,459 1,927 5,386 1,785 3,601 29.2 1,050 2,137

（自平成18年 
４月１日 

アンカー・斜面安
定工 

1,120 577 1,697 374 1,323 40.6 537 753

至平成18年 
９月30日） 

地盤改良工 1,607 742 2,350 774 1,576 39.6 624 867

  その他 1,615 658 2,274 277 1,996 45.0 897 1,008

  計 7,802 3,905 11,708 3,211 8,497 36.6 3,110 4,768

      ％  

当中間会計期間 地盤注入工 4,582 2,120 6,702 1,394 5,308 33.6 1,785 2,207

（自平成19年 
４月１日 

アンカー・斜面安
定工 

1,174 647 1,822 501 1,320 39.7 524 689

至平成19年 
９月30日） 

地盤改良工 1,390 729 2,119 893 1,226 26.4 324 958

  その他 971 72 1,044 716 328 22.1 72 520

  計 8,117 3,570 11,688 3,505 8,183 33.1 2,706 4,375

      ％  

前事業年度 地盤注入工 3,459 5,167 8,626 4,044 4,582 21.2 972 4,319

（自平成18年 
４月１日 

アンカー・斜面安
定工 

1,120 1,372 2,493 1,319 1,174 28.7 336 1,498

至平成19年 
３月31日） 

地盤改良工 1,607 2,100 3,708 2,318 1,390 18.6 259 2,046

  その他 1,615 1,095 2,710 1,738 971 27.6 267 1,840

  計 7,802 9,736 17,539 9,421 8,117 22.6 1,836 9,705

  前田建設工業㈱・隆大營造股份

有限公司ＪＶ 

  高雄地下鉄ＣＯ２工区復旧工事その２ 中華民国（台湾） 

  

  該当する工事はありません。 

  

      



(2）受注工事高及び完成工事高について 

 当社は、建設市場の状況を反映して工事の完成が下半期に集中し、最近３年間についても次のように上半期の受注工事高は

年間の40.1～46.2％であり、上半期の完成工事高は年間の27.5～41.2％と季節的及び不規則に変動するのが常であります。 

  

(3）完成工事高 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．完成工事高のうち海外工事が10％以上を占めるため、国内と海外を分けて表示しております。 

３．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

 

期 別 

受注工事高 完成工事高 

１年通期 
（百万円） 
（Ａ） 

上半期 
（百万円） 
（Ｂ） 

（Ｂ）／（Ａ）
％ 

１年通期
（百万円） 
（Ｃ） 

上半期
（百万円） 
（Ｄ） 

（Ｄ）／（Ｃ）
％ 

第50期 10,085 4,661 46.2 10,985 3,026 27.5

第51期 10,470 4,798 45.8 10,888 4,488 41.2

第52期 9,736 3,905 40.1 9,421 3,211 34.1

第53期 － 3,570 － － 3,505 －

期 別 工種別

国内 海外
計 

（Ｂ） 
（百万円） 

官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

（Ａ）
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ） 
（％） 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

地盤注入工 750 436 597 33.5 1,785 

アンカー・斜面安定工 171 202 － － 374 

地盤改良工 592 181 － － 774 

その他 178 98 － － 277 

計 1,692 920 597 18.6 3,211 

当中間会計期間 
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

地盤注入工 509 622 262 18.8 1,394 

アンカー・斜面安定工 204 246 49 10.0 501 

地盤改良工 712 131 50 5.6 893 

その他 337 349 28 4.0 716 

計 1,764 1,349 391 11.2 3,505 

地域 
前中間会計期間

（％） 
当中間会計期間 

（％） 

トルコ共和国 92.0 ─ 

ベトナム社会主義共和国 ─ 43.9 

中華民国（台湾） 4.5 43.3 

その他 3.5 12.8 

計 100.0 100.0 



４．完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。 

前中間会計期間 請負金額１億円以上の主なもの 

  

当中間会計期間 請負金額１億円以上の主なもの 

  

５．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。 

前中間会計期間 

  

当中間会計期間 

  

(4）手持工事高（平成19年９月30日現在） 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．手持工事高のうち海外工事が10％以上を占めるため、国内と海外を分けて表示しております。 

３．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

 

  大成建設㈱   ボスポラス海峡地盤改良工事 

  ㈱大林組・大成建設㈱・㈱不動テトラＪＶ 

  

  上野地下歩行者道及び上野広小路駐車場建設二工区工

事 

  初雁興業㈱   首都圏中央連絡自動車道坂戸インター地盤改良工事 

  三井住友建設㈱・㈱間組ＪＶ   さがみ縦貫道路上依知支持杭ＢＨ工事 

  広成建設㈱   広島高速２号線向洋・天神川駅間大州ＢＶ注入工事 

  ㈱大林組   呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸改良工事 

  前田建設工業㈱・隆大營造股份有限公司ＪＶ  高雄地下鉄ＣＯ２工区連壁注入工事 

  若築建設㈱   ＮＴＴ新宮送信所跡地造成工事 

  大成建設㈱ 821百万円 25.6％ 

  ㈱大林組 509百万円 15.9％ 

  ㈱大林組 738百万円 21.1％ 

工種別 

国内 海外
計 

（Ｂ） 
（百万円） 

官公庁 
（百万円） 

民間
（百万円） 

（Ａ）
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ）
（％） 

地盤注入工 2,596 1,142 1,569 29.6 5,308

アンカー・斜面安定工 346 904 70 5.3 1,320

地盤改良工 850 327 48 4.0 1,226

その他 77 250 － － 328

計 3,870 2,624 1,688 20.6 8,183

地域 
当中間会計期間

（％） 

中華民国（台湾） 86.6

ベトナム社会主義共和国 9.2

その他 4.2

計 100.0



４．手持工事のうち請負金額３億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

  

  

  
前田建設工業㈱・隆大營造股份

有限公司ＪＶ 
  
高雄地下鉄ＣＯ２工区復旧工事 平成20年３月完成予定

  
前田建設工業㈱・長鴻營造股份

有限公司ＪＶ 
  
台北地下鉄松山線ＣＧ５９０Ａ工区地盤注

入工事 

平成22年12月完成予定

  五栄土木㈱   東京国際空港Ｊ３誘導路地盤改良工事 平成19年11月完成 

  
東亜建設工業㈱・若築建設㈱  

ＪＶ 
  
東京国際空港国際線地区エプロン誘導路地

盤改良工事 

平成20年３月完成予定

  

㈱大林組・京王建設㈱・前田建

設工業㈱・㈱鴻池組ＪＶ 

  

  

京王線布田駅連続立体２工区地盤注入工事 平成20年５月完成予定



３【対処すべき課題】 

 前事業年度に検討した課題とその後の対応は、以下のとおりであります。 

営業面では、公共工事の減少傾向に加え公共工事の入札、契約制度が大きく変化してきております。当社を取り巻く専門工事

業界におきましても、工事量の減少、低価格入札等により価格競争の激化の中で生き残りをかけた厳しい企業間競争が続くもの

と思われます。安定した経営を維持するためには、受注量の確保はもちろん受注内容（収益性）を念頭に置いた営業が重要な課

題であると認識しております。具体的には、①営業情報の早期収集と分析、②技術提案型営業の推進、③営業、施工、技術と一

体化した営業推進、④耐震、液状化防止、土壌改良等新規マーケット開拓の強化、⑤民間工事（特に建築工事）の拡大、⑥海外

工事の確保等明確な営業戦略のもと会社一丸となって受注促進に努めてまいります。 

施工面では、厳しい競争下で受注した工事の品質、安全に十分配慮し顧客の信頼を得ることが重要な課題であると認識してお

ります。具体的には、安全管理におきまして、安全衛生協議会組織を基盤とし社員、協力会社への教育、指導を行います。ま

た、定期的に自主安全パトロールを実施致します。次に、施工管理におきまして常に本社技術部門、施工部門、協力会社が一体

となり責任施工の理念のもと施工品質を高めていく様努力してまいります。また、健全な会社経営を行う上で最大の課題は工事

利益の確保であります。受注単価がますます厳しくなる中で実行予算管理をより厳密に実施、施工プロセスの見直し、ロス、ム

ダの絶滅、また購買体制をより一層強化しコストダウンを図ってまいります。海外工事におきましても国内工事と同様、現場と

本社関連部署と連携を密に安全管理、品質管理、コストダウンに努めてまいります。 

技術開発面では、共同開発を主体として顧客のニーズに直結する効率的な技術開発を集中的に取り組んでまいります。また、

耐震対策工法、土壌改良等の環境関連工法の新技術開発を重要課題として取り組み商品化を図ってまいります。海外技術の導入

につきましては、米国、欧州及び東南アジアの契約エージェントを通じて最新の技術情報をタイムリーに入手しております。 

経営管理面では、会社法、金融商品取引法の施行により、今まで以上の内部管理体制の強化が求められております。コーポ

レート・ガバナンス（企業統治）とコンプライアンス（法令遵守）の重要性を認識し会社の信頼性を継続的に維持するため内部

管理体制の強化が経営の重要課題であると認識しております。具体的には、①三信建設工業行動規範の遵守、②内部統制システ

ムの構築及びそれに伴うＩТシステム整備、③内部監査の充実等に取り組み社会的使命を果たすべくより一層努力してまいりま

す。 

なお、今後も「キャッシュ・フロー経営」を徹底し財政状態をより一層堅実なものにするとともに会社資産の有効利用にも積

極的に取り組んでまいります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

 



５【研究開発活動】 

 公共事業の縮減が続いており、企業間の競争はますます熾烈化しております。特に当社が得意分野としている土木の専門分

野においても、他社との差別化及び優位な受注環境を作るために新技術開発が重要視されております。現在は環境及び災害対

策と同時に建築分野にも注目し、技術開発範囲を拡大しております。開発手法としましては、社外機関との共同開発と海外技

術の導入に重点を置いております。 

 当中間会計期間における研究開発費の総額は43百万円となっております。 

  

(1) 国の機関との共同研究 

① 平成13年度より国立大学及び独立行政法人港湾空港技術研究所との共同研究で「コンパクショングラウチングの静的締

固めメカニズムの解明」に着手し、平成18年度より「振動台実験による改良効果の確認」のモデル実験、並びに理論解析

を行ってきました。平成19年度では、人工地震を発生させ、その影響を調べる液状化実験に参加しております。また「技

術マニュアル」が財団法人沿岸技術研究センターより発刊されました。 

② 独立行政法人土木研究所と、平成18年度より「土砂地盤を対象とした高耐力アンカーの開発に関する研究」及び「側方

流動対策工の共同研究」に着手しております。 

  

(2) 民間企業との共同研究 

① 平成13年度より着手した恒久グラウトの基本研究は一応終了し、独自の「三次元急速浸透注入工法：３Ｄ・ＥＸ工法」

の開発と同時に構造物直下の恒久的改良を目的として誘導式自在ボーリングを用いた「グランドフレックスモール工法」

の共同開発を進めております。実証実験を実施し、改良効果の確認を行いました。現在、営業活動に入っております。 

② 平成13年度より継続しているブロック式補強土壁の開発は終了し、営業活動に入っており、実績を積上げた段階で、公

的な技術審査証明を取得する予定であります。 

③ 土壌浄化及び地下水の浄化技術の開発については、前事業年度に引続き関連業種との技術提携または導入等による開発

を進めております。保有する地盤改良技術を応用したオンサイトの施工例は32件に達しております。 

④ 当社の基本技術であるジェットグラウトに関するもので、一つは水平ジェットパイルの造成技術で実証実験を終了し、

実用に入っております。都市のインフラの改善、耐震補強、大深度などの分野で採用が期待され、営業活動に入っており

ます。いま一つはジェットグラウトにおける無用な排泥水を減量するマッドダイエットシステム及びリサイクルシステム

の開発で実証実験を終了し、実施工に採用されました。環境負荷の低減と、高品質の保持、コストの低減に効果を上げて

おります。今後は更に効率化を図りリサイクルシステムを簡素化し、都市部での活用が出来るよう開発を進めてまいりま

す。 

  

 (3) 海外技術の導入 

米国、欧州及び東南アジアの契約エージェントを通じてタイムリーに情報収集を行っております。 

  

 (4) 特許関係 

休眠発明の見直しと整理を行い、現在有効で実用（対外使用を含む）可能な特許・実用新案は（出願中、関係会社、共同

保有を含む）115件となっております。 

  

                                        

                                            

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新

たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

 

種   類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

種 類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年12月20日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内 容 

普通株式 10,000,000 10,000,000
ジャスダック証券取
引所 

－ 

計 10,000,000 10,000,000 － － 

年 月 日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 

（千円） 

平成19年４月１日～
平成19年９月30日 

－ 10,000,000 － 500,000 － 904,737

    平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住   所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本国土開発株式会社 東京都港区赤坂４丁目9-9 1,832 18.32 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目7-1 495 4.95 

三信建設工業従業員持株会 東京都文京区後楽１丁目2-7 393 3.93 

松井証券株式会社（一般信用口） 東京都千代田区麹町１丁目4 263 2.63 

坂本 宏允 島根県雲南市 240 2.40 

兼松 陽 東京都狛江市 200 2.00 

久富 浩 東京都品川区 174 1.74 

小池 恒三 東京都港区 160 1.60 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目2-26 160 1.60 

有限会社ブリッジキャピタル 東京都品川区東五反田３丁目16-50 150 1.50 

計 － 4,068 40.68 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株含まれております。また、「議決権の数」

欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

 

  平成19年９月30日現在

区  分 株式数（株） 議決権の数（個） 内  容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 47,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,915,000 9,915 － 

単元未満株式 普通株式 38,000 － － 

発行済株式総数 10,000,000 － － 

総株主の議決権 － 9,915 － 

    平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三信建設工業株式会社 
東京都文京区後楽 
１丁目2-7 

47,000 － 47,000 0.47

計 － 47,000 － 47,000 0.47

月 別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 165 160 159 198 169 147 

低（円） 152 145 148 152 137 128 



第５【経理の状況】 
  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しておりま

す。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務

諸表については公認会計士田中治樹氏、公認会計士加島克美氏により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については監査法人セントラ

ルによる中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

前中間会計期間 公認会計士田中治樹氏、公認会計士加島克美氏 

当中間会計期間 監査法人セントラル 

  

３．中間連結財務諸表について 

 「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社では、

子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏し

いものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準       1.0％ 

売上高基準      0.5％ 

利益基準       0.1％ 

利益剰余金基準    2.2％ 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金預金 ※２ 2,239,108 1,852,018 2,101,578  

２ 受取手形 ※５ 970,018 957,495 964,572  

３ 完成工事未収入金   805,436 1,093,243 1,832,264  

４ 未成工事支出金   2,875,347 2,474,905 1,815,214  

５ その他 ※６ 137,951 132,648 144,019  

貸倒引当金   △45,864 △24,907 △66,744  

流動資産合計     6,981,998 71.2 6,485,404 72.7   6,790,905 73.5

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１      

(1）機械装置   636,580 623,529 586,417  

(2）土地   395,657 293,938 293,938  

(3）その他   320,189 293,509 336,010  

有形固定資産合計   1,352,427 1,210,977 1,216,366  

２ 無形固定資産   8,363 8,787 8,796  

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券   807,239 599,999 584,315  

(2）その他 ※７ 679,279 767,379 662,294  

貸倒引当金   △28,574 △152,088 △25,394  

投資その他の資産
合計 

  1,457,944 1,215,291 1,221,214  

固定資産合計     2,818,735 28.8 2,435,056 27.3   2,446,378 26.5

資産合計     9,800,734 100.0 8,920,461 100.0   9,237,283 100.0

         



 

    
前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   933,831 895,695 925,247  

２ 工事未払金   897,633 1,011,834 1,543,968  

３ 短期借入金   720,000 500,000 600,000  

４ 未払法人税等   8,137 8,797 14,279  

５ 未成工事受入金   1,892,986 1,798,416 1,041,875  

６ 完成工事補償引当金   12,998 6,900 13,135  

７ 工事損失引当金   55,000 － －  

８ 賞与引当金   24,634 8,060 17,230  

９ その他   163,152 154,132 203,390  

流動負債合計     4,708,373 48.0 4,383,837 49.1   4,359,126 47.2

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   196,221 90,116 123,813  

２ 退職給付引当金   126,325 50,144 51,228  

３ 役員退職慰労引当金   139,276 145,106 157,832  

４ その他   24,000 13,125 24,000  

固定負債合計     485,822 5.0 298,491 3.4   356,875 3.9

負債合計     5,194,195 53.0 4,682,329 52.5   4,716,001 51.1

         



  

  

    
前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金     500,000 5.1 500,000 5.6   500,000 5.4

２ 資本剰余金        

(1）資本準備金   904,737 904,737 904,737  

資本剰余金合計     904,737 9.2 904,737 10.1   904,737 9.8

３ 利益剰余金        

(1）利益準備金   125,000 125,000 125,000  

(2）その他利益剰余金        

別途積立金   2,968,491 2,768,491 2,968,491  

繰越利益剰余金   △175,185 △186,931 △153,577  

利益剰余金合計     2,918,306 29.8 2,706,560 30.3   2,939,914 31.8

４ 自己株式     △5,979 △0.1 △6,109 △0.0   △6,025 △0.0

株主資本合計     4,317,063 44.0 4,105,187 46.0   4,338,626 47.0

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券評価
差額金 

    289,474 3.0 132,943 1.5   182,655 1.9

評価・換算差額等合計     289,474 3.0 132,943 1.5   182,655 1.9

純資産合計     4,606,538 47.0 4,238,131 47.5   4,521,281 48.9

負債純資産合計     9,800,734 100.0 8,920,461 100.0   9,237,283 100.0

         



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 完成工事高     3,211,460 100.0 3,505,457 100.0   9,421,841 100.0

Ⅱ 完成工事原価     2,993,537 93.2 3,192,959 91.1   8,810,462 93.5

完成工事総利益     217,923 6.8 312,497 8.9   611,378 6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     464,160 14.5 426,339 12.1   874,215 9.3

営業損失     246,237 △7.7 113,841 △3.2   262,837 △2.8

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   2,964   3,115 7,894  

２ その他   23,027 25,991 0.8 30,591 33,706 1.0 25,191 33,085 0.4

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   5,304   4,418 10,907  

２ その他   8,551 13,856 0.4 19,226 23,645 0.7 7,912 18,819 0.2

経常損失     234,101 △7.3 103,780 △2.9   248,571 △2.6

Ⅵ 特別利益 ※１   26,553 0.8 46,025 1.3   198,958 2.1

Ⅶ 特別損失 ※2・3   75 0.0 125,520 3.6   123,973 1.3

税引前中間（当期）
純損失 

    207,623 △6.5 183,275 △5.2   173,586 △1.8

法人税、住民税及
び事業税 

  7,557   20,219 19,985  

法人税等調整額   － 7,557 0.2 － 20,219 0.6 － 19,985 0.3

中間（当期）純損失     215,180 △6.7 203,494 △5.8   193,572 △2.1

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 3,118,491 △80,143 3,163,348 △5,828 4,562,257

中間会計期間中の変動額      

別途積立金の取崩し 
（注） 

    △150,000 150,000 －   －

剰余金の配当  （注）     △29,861 △29,861   △29,861

中間純損失     △215,180 △215,180   △215,180

自己株式の取得     △151 △151

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

     

中間会計期間中の変動額 
合計      （千円） 

－ － － △150,000 △95,042 △245,042 △151 △245,193

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 2,968,491 △175,185 2,918,306 △5,979 4,317,063

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

347,599 4,909,856

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の取崩し 
（注） 

  －

剰余金の配当  （注）   △29,861

中間純損失   △215,180

自己株式の取得   △151

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△58,124 △58,124

中間会計期間中の変動額 
合計      （千円） 

△58,124 △303,318

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

289,474 4,606,538



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 2,968,491 △153,577 2,939,914 △6,025 4,338,626

中間会計期間中の変動額      

別途積立金の取崩し     △200,000 200,000 －   －

剰余金の配当       △29,859 △29,859   △29,859

中間純損失     △203,494 △203,494   △203,494

自己株式の取得     △84 △84

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

     

中間会計期間中の変動額 
合計      （千円） 

－ － － △200,000 △33,353 △233,353 △84 △233,438

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 2,768,491 △186,931 2,706,560 △6,109 4,105,187

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

182,655 4,521,281

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の取崩し   －

剰余金の配当     △29,859

中間純損失   △203,494

自己株式の取得   △84

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△49,711 △49,711

中間会計期間中の変動額 
合計      （千円） 

△49,711 △283,150

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

132,943 4,238,131



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計 
別途積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 3,118,491 △80,143 3,163,348 △5,828 4,562,257

事業年度中の変動額      

別途積立金の取崩し 
（注） 

    △150,000 150,000 －   －

剰余金の配当  （注）     △29,861 △29,861   △29,861

当期純損失     △193,572 △193,572   △193,572

自己株式の取得     △196 △196

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

     

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － － △150,000 △73,434 △223,434 △196 △223,630

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

500,000 904,737 125,000 2,968,491 △153,577 2,939,914 △6,025 4,338,626

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日 残高 
（千円） 

347,599 4,909,856

事業年度中の変動額  

別途積立金の取崩し 
（注） 

  －

剰余金の配当  （注）   △29,861

当期純損失   △193,572

自己株式の取得   △196

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

△164,944 △164,944

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△164,944 △388,574

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

182,655 4,521,281



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

    

前中間会計期間
  

(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

当中間会計期間
  

(自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 税引前中間（当期）純損失  △207,623 △183,275 △173,586 

２ 減価償却費  93,658 73,494 189,222 

３ 減損損失  － － 101,718 

４ 貸倒引当金の増加額・
減少額（△） 

 △17,772 84,856 △72 

５ 完成工事補償引当金の
減少額 

 △2,137 △6,235 △1,999 

６ 工事損失引当金の減少額  △70,000 － △125,000 

７ 賞与引当金の増加額・
減少額（△） 

 173 △9,169 △7,231 

８ 退職給付引当金の増加額・
減少額（△） 

 16,387 △1,084 △58,708 

９ 役員退職慰労引当金の
増加額・減少額（△） 

 △11,548 △12,726 7,007 

10 受取利息及び受取配当金  △9,577 △13,716 △15,946 

11 支払利息  5,304 4,418 10,907 

12 為替差損  6,665 8,116 6,669 

13 有価証券売却益  △8,284 △13,683 △2,899 

14 営業外貸倒引当金繰入額  － 10,100 － 

15 有形固定資産除却損  46 － 22,211 

16 有形固定資産売却益  △4,678 － △4,678 

17 投資有価証券売却益  － － △116,611 

18 投資有価証券評価損  － 1,269 － 

19 ゴルフ会員権売却益  △326 － △326 

20 前期損益修正益  － △3,500 － 

21 売上債権の減少額・増加額
（△） 

 901,094 746,097 △120,287 

22 未成工事支出金の増加額  △1,202,671 △659,690 △142,538 

23 その他流動資産の減少額・
増加額（△） 

 △73,773 11,370 △79,841 

24 破産・更生債権の減少額・
増加額（△） 

 400 △130,528 430 



 

    

前中間会計期間
  

(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

当中間会計期間
  

(自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

25 仕入債務の増加額・減少額
（△） 

 △436,433 △561,684 201,317 

26 未成工事受入金の増加額  1,211,117 752,736 371,255 

27 その他流動負債の増加額・
減少額（△） 

 △6,103 △42,285 16,656 

28 その他固定負債の減少額  － △10,875 － 

小計  183,918 44,004 77,669 

29 利息及び配当金の受取額  9,577 13,716 15,946 

30 利息の支払額  △5,304 △4,418 △10,907 

31 法人税等の支払額  △14,910 △26,839 △20,758 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 173,280 26,462 61,950 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 定期預金の預入による支出  △53,095 △66,000 △38,355 

２ 投資事業有限責任組合出
資による支出 

 － △100,000 － 

３ 投資事業有限責任組合出
資の払戻による収入 

 17,717 19,160 28,321 

４ 有形・無形固定資産の取
得による支出 

 △32,791 △70,829 △96,517 

５ 有形・無形固定資産の売
却による収入 

 31,399 － 31,399 

６ 投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,133 △3,540 △3,330 

７ 投資有価証券の売却によ
る収入 

 － － 146,215 

８ 貸付信託満期による収入  8,000 － 8,000 

９ ゴルフ会員権の売却によ
る収入 

 476 8,500 476 

10 貸付けによる支出  △8,400 △3,000 △8,400 

11 貸付金の回収による収入  9,452 8,801 26,184 

12 その他投資取得による支出  △611 △5,679 △4,364 

13 その他投資減少による収入  123 4,820 1,346 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △28,862 △207,766 90,975 



  

  

  次へ 

    

前中間会計期間
  

(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

当中間会計期間
  

(自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日) 

区 分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

１ 短期借入金の返済による
支出 

 － △100,000 △120,000 

２ 自己株式の取得による支出  △151 △84 △196 

３ 配当金の支払額  △29,861 △29,859 △29,861 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △30,013 △129,943 △150,058 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 20,470 △1,662 9,279 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額・減少額（△） 

 134,875 △312,910 12,147 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 1,716,691 1,728,838 1,716,691 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

 1,851,566 1,415,928 1,728,838 

   



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項 目 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 （1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 

  ①子会社株式 ①子会社株式及び関連会社株

式 

①子会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

  ②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す。） 

 なお、投資事業有限責任

組合の出資については、組

合の財産の持分相当額を投

資有価証券として計上し、

組合の営業により獲得した

損益の持分相当額を当中間

会計期間の損益として計上

しております。 

 また、組合の保有するそ

の他有価証券の評価差額金

に対する持分相当額をその

他有価証券評価差額金に計

上しております。 

同左  決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。） 

なお、投資事業有限責任

組合の出資については、組

合の財産の持分相当額を投

資有価証券として計上し、

組合の営業により獲得した

損益の持分相当額を当事業

年度の損益として計上して

おります。 

 また、組合の保有するそ

の他有価証券の評価差額金

に対する持分相当額をその

他有価証券評価差額金に計

上しております。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

  （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 

  ①未成工事支出金 ①未成工事支出金 ①未成工事支出金 

  個別法による原価法 同左 同左 

  ②材料貯蔵品 ②材料貯蔵品 ②材料貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

   定率法（ただし、平成10年

4月1日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

 定率法（ただし、平成10年

4月1日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、平成19年度税

制改正前の法人税法に規定す

る方法と同一の基準によって

おります。 

 定率法（ただし、平成10年

4月1日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法）によっておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 



 

項 目 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

  （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

   定額法によっております。 

 なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

 ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっておりま

す。 

同左 同左 

  

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒

による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 同左 

  （2）完成工事補償引当金 （2）完成工事補償引当金 （2）完成工事補償引当金 

   完成工事に係るかし担保の

費用に備えるため、当中間会

計期間末に至る１年間の完成

工事高に対して過去の補償実

績を基礎に、将来の補償見込

額を加味して計上しておりま

す。 

同左  完成工事に係るかし担保の

費用に備えるため、過去の補

償実績を基礎に、将来の補償

見込額を加味して計上してお

ります。 

  （3）工事損失引当金 （3）工事損失引当金 （3）工事損失引当金 

   将来の工事損失の発生に備

えるため、当中間会計期間末

の手持工事のうち工事損失が

見込まれ、かつ、その金額を

合理的に見積ることができる

請負工事について、工事損失

見込額を計上しております。 

同左  将来の工事損失の発生に備

えるため、当事業年度末の手

持工事のうち工事損失が見込

まれ、かつ、その金額を合理

的に見積ることができる請負

工事について、工事損失見込

額を計上しております。 

  （4）賞与引当金 （4）賞与引当金 （4）賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額のうち当

中間会計期間負担額を計上し

ております。 

同左  従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額のうち当

事業年度負担額を計上してお

ります。 



  

 

項 目 
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

  （5）退職給付引当金 （5）退職給付引当金 （5）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

 なお、会計基準変更時差異

165,113千円は、10年による

均等額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

 当社は、自己都合退職金に

ついては確定拠出年金制度、

会社都合退職金から自己都合

退職金を差し引いた金額につ

いては退職一時金制度（生命

保険契約により外部拠出し、

保険料は支払時に費用処理）

を採用しております。 

 なお、生命保険契約の被保

険者対象外となった従業員の

退職給付に備えるため、会社

都合退職金から自己都合退職

金を控除した金額を見積り、

退職給付引当金として計上し

ております。 

同左 

  （6）役員退職慰労引当金 （6）役員退職慰労引当金 （6）役員退職慰労引当金 

   役員及び執行役員の退職慰

労金の支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間末要

支給額のうち当中間会計期間

の発生額を計上しておりま

す。ただし、中間会計期間末

要支給額のうち過年度相当額

については８年間にわたり均

等額を計上しております。 

同左  役員及び執行役員の退職慰

労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額のう

ち当事業年度の発生額を計上

しております。ただし、期末

要支給額のうち過年度相当額

については８年間にわたり均

等額を計上しております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー計算書

（キャッシュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税に相当

する額の会計処理は、税抜方式

によっております。 

同左 同左 



会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、4,606,538千円であり

ます。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

   当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、4,521,281千円であり

ます。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

      

────── （退職給付引当金） （退職給付引当金） 

   当社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度に加入してき

ましたが、平成19年１月より、自己

都合退職金については確定拠出年金

制度へ、会社都合退職金から自己都

合退職金を差し引いた金額について

は退職一時金制度（生命保険契約に

より外部拠出し、保険料は支払時に

費用処理）へ移行しました。従来、

退職給付債務の計算は、原則法に拠

っておりましたが、退職一時金制度

に対応する債務については、数理計

算上の見積計算が困難なこと及び生

命保険契約締結による拠出により外

部積立がされることを考慮して、前

事業年度より簡便法に変更しており

ます。 

 その計上基準は、生命保険契約の

被保険者対象外となった従業員の退

職給付に備えるため、会社都合退職

金から自己都合退職金を控除した金

額を見積り計上することとしまし

た。 

 当社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度に加入してき

ましたが、平成19年１月より、自己

都合退職金については確定拠出年金

制度へ、会社都合退職金から自己都

合退職金を差し引いた金額について

は退職一時金制度（生命保険契約に

より外部拠出し、保険料は支払時に

費用処理）へ移行しました。従来、

退職給付債務の計算は、原則法に拠

っておりましたが、退職一時金制度

に対応する債務については、数理計

算上の見積計算が困難なこと及び生

命保険契約締結による拠出により外

部積立がされることを考慮して、当

事業年度より簡便法に変更しており

ます。 

 その計上基準は、生命保険契約の

被保険者対象外となった従業員の退

職給付に備えるため、会社都合退職

金から自己都合退職金を控除した金

額を見積り計上することとしまし

た。この結果、上記以外の退職給付

引当金を取崩し、特別利益に計上し

ております。 



  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

     この変更により、従来の方法と比

較して、営業損失及び経常損失は

18,600千円それぞれ減少し、税引前

当期純損失は91,735千円減少してお

ります。 

前中間会計期間
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表関係） ────── 

 建設業法施行規則の改正に伴い、前中間会計期間にお

いて、「長期繰延税金負債」として掲記しておりました

ものを、当中間会計期間より「繰延税金負債」として表

示しております。 

  

    

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） ────── 

 前中間会計期間において、「有形固定資産売却・除却

損」として掲記しておりましたものを、当中間会計期間

より「有形固定資産除却損」として表示しております。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、5,622,482千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、5,363,981千円でありま

す。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、5,293,942千円でありま

す。 

※２．担保提供資産 ※２．   ────── ※２．担保提供資産 

 下記の資産は、海外工事履行

保証の担保に供しております。 

  下記の資産は、海外工事履行

保証の担保に供しております。 
  

預金 10,740千円

  (3,000千NT$)

  (NT$＝台湾ドル)

 
預金 10,740千円

  (3,000千NT$)

  (NT$＝台湾ドル)

３．保証債務 ３．  ────── ３．  ────── 

 海外工事履行保証を行ってお

ります。 

    

  
大陸工程股份
有限公司 

17,042千円

  (4,760千NT$)

  (NT$＝台湾ドル)

 

  
 ４．受取手形裏書

譲渡高 
470,357千円

  
 ４．受取手形裏書

譲渡高 
355,902千円

  

 ４．受取手形裏書
譲渡高 

433,407千円

※５．中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれておりま

す。 

※５．中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計期

間末日残高に含まれておりま

す。 

※５．当事業年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換日

をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当事業年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

満期手形が当事業年度末残高に

含まれております。 

  
受取手形 128,878千円

受取手形裏書譲
渡高 

31,629 

  
受取手形 109,778千円

受取手形裏書譲
渡高 

43,920 

受取手形 101,866千円

受取手形裏書譲
渡高 

600 

※６．仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※６．    同左 ※６．  ────── 

      

（追加情報） （追加情報） （追加情報） 

※７．  ────── ※７．投資その他の資産「その他」

に含めております破産・更生債権

のうち129,888千円は、平成19年

10月２日に更生開始決定しました

みらいジオテック株式会社に対す

るものであります。 

※７．  ────── 



（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

※１．  ────── ※１．特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

※１．特別利益のうち主要なものは

次のとおりであります。 
    

  
貸倒引当金戻入額 39,856千円 退職給付引当金 

戻入額 

73,135千円

投資有価証券売 

却益 

116,611 

      

※２．  ────── ※２．特別損失のうち主要なものは

次のとおりであります。 

※２．特別損失のうち主要なものは

次のとおりであります。 
    

貸倒引当金繰入額 123,703千円

破産・更生債権 （みらいジオ

テック株式会社）に対するもの

であります。 

  

固定資産除却損 22,211千円

減損損失 101,718 

      

※３．  ────── ※３．  ────── ※３．減損損失 

     当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。 

    場所 千葉県松戸市 

    用途 共用資産（独身寮） 

    種類 土地 101,718千円

     当社は、事業用資産、共用資

産及びその他の不動産（賃貸不

動産、投資不動産、保養所）に

グルーピングしております。 

 地価の大幅な下落により上記

共用資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（101,718千円）とし

て、特別損失に計上しておりま

す。なお、当資産グループの回

収可能価額は、正味売却価額に

より測定しており、正味売却価

額については、市場価格（近隣

公示価額及び取引事例）を基準

としております。 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

４．当社の完成工事高は、通常の

営業の形態として、上半期に比

べ下半期に完成する工事の割合

が大きいため、事業年度の上半

期の完成工事高と下半期の完成

工事高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。 

 当中間会計期間末に至る一年

間の完成工事高は次のとおりで

あります。 

４．    同左 ４．  ────── 

  
前事業年度下半
期 

6,399,402千円

当中間会計期間 3,211,460 

合 計 9,610,863 

  
前事業年度下半
期 

6,210,380千円

当中間会計期間 3,505,457 

合 計 9,715,837 

  

      

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
  

有形固定資産 90,481千円

無形固定資産 374 

  
有形固定資産 70,039千円

無形固定資産 355 

有形固定資産 182,639千円

無形固定資産 726 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は、単元未満株式の買取による増加600株であります。 

  

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式     （注） 46,062 600 ― 46,662 

決 議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 29,861 3 平成18年３月31日 平成18年６月29日



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は、単元未満株式の買取りによる増加600株であります。 

  

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）増加は、単元未満株式の買取りによる増加885株であります。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
増加株式数（株） 

当中間会計期間
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式     （注） 46,947 600 ― 47,547 

決 議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 29,859 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式 10,000,000 ― ― 10,000,000 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式     （注） 46,062 885 ― 46,947 

決 議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 29,861 3 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決 議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 29,859 利益剰余金 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 
  
  （千円）

現金預金勘定 2,239,108

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△387,541

現金及び現金同等物 1,851,566

  
  （千円）

現金預金勘定 1,852,018

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△436,090

現金及び現金同等物 1,415,928

  （千円）

現金預金勘定 2,101,578

預入期間が３か月を
超える定期預金 

△372,740

現金及び現金同等物 1,728,838



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 
  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具・
備品 

10,560 5,264 5,295

合計 10,560 5,264 5,295

  

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具・
備品 

10,560 7,102 3,458

合計 10,560 7,102 3,458

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

工具器具・
備品 

10,560 6,183 4,376 

合計 10,560 6,183 4,376 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年内 1,882千円

１年超 3,681 

合計 5,564 

  
１年内 1,953千円

１年超 1,727 

合計 3,681 

１年内 1,917千円

１年超 2,713 

合計 4,631 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 
  

支払リース料 1,036千円

減価償却費相当額 918 

支払利息相当額 108 

  
支払リース料 1,036千円

減価償却費相当額 918 

支払利息相当額 73 

支払リース料 2,073千円

減価償却費相当額 1,837 

支払利息相当額 199 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 34,200千円

１年超 12,850 

合計 47,050 

  
１年内 32,950千円

１年超 43,830 

合計 76,780 

１年内 37,510千円

１年超 3,780 

合計 41,290 

(減損損失について） (減損損失について） (減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は省

略しております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）なお、その他は、投資事業有限責任組合の出資持分相当額です。 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び（中間）貸借対照表計上額 

その他有価証券 

  

 （注）有価証券の減損処理 

  

（デリバティブ取引関係） 

  

  

  次へ 

種  類 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借
対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価
（千円）

中間貸借
対照表 
計上額 
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸 借 
対照表 
計上額 
（千円） 

差額
（千円）

(1）株式 169,182 638,418 469,236 141,487 353,326 211,838 142,215 433,834 291,618

(2）債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

(3）その他 （注） 99,772 110,432 10,659 178,304 185,725 7,421 83,781 92,532 8,750

合計 268,954 748,850 479,895 319,791 539,051 219,260 225,997 526,366 300,369

種   類 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

非上場株式 46,696千円 44,696千円 44,696千円 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

 その他有価証券で時価のある株式

で減損処理の対象となるものはあり

ません。 

 なお、当該株式の減損処理にあた

っての社内基準は、帳簿価額に対し

て時価の下落率が50％以上のもの並

びに下落率が30％以上50％未満のも

ので、２会計期間にわたり当該下落

率にあるもの、または発行会社の財

政状態が悪化したものを対象にして

おります。 

 その他有価証券で時価のある株式

について減損処理を行い、投資有価

証券評価損1,269千円計上しており

ます。 

 なお、当該株式の減損処理にあた

っての社内基準は、帳簿価額に対し

て時価の下落率が50％以上のもの並

びに下落率が30％以上50％未満のも

ので、２会計期間にわたり当該下落

率にあるもの、または発行会社の財

政状態が悪化したものを対象にして

おります。 

 その他有価証券で時価のある株式

で減損処理の対象となるものはあり

ません。 

 なお、当該株式の減損処理にあた

っての社内基準は、帳簿価額に対し

て時価の下落率が50％以上のもの並

びに下落率が30％以上50％未満のも

ので、２会計期間にわたり当該下落

率にあるもの、または発行会社の財

政状態が悪化したものを対象にして

おります。 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を行っ

ておりませんので、該当事項はあり

ません。 

同左 同左 



（持分法損益等） 

  

（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 同左 同左 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 462.81円

１株当たり中間純損失 21.62円

  

１株当たり純資産額 425.84円

１株当たり中間純損失 20.45円

１株当たり純資産額 454.26円

１株当たり当期純損失 19.45円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  
前中間会計期間

(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日) 

中間（当期）純損失    （千円） 215,180 203,494 193,572 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

215,180 203,494 193,572 

期中平均株式数（株） 9,953,338 9,952,953 9,953,267 

前中間会計期間 
（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

 当社は、適格退職年金制度を採用

しておりますが、当該制度が平成24

年３月に廃止になることに対応し

て、退職金制度を見直した結果、平

成19年１月より確定拠出年金制度等

へ移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用する予定

であります。 

 本移行に伴い、退職給付引当金、

約100,000千円を取崩し、特別利益

に計上する見込みであります。 

────── ────── 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した書類は、次のとおりであります。 

  

１．有価証券報告書及びその添付書類 

  

２．有価証券報告書の訂正報告書 

  
３．臨時報告書 

  
４．臨時報告書の訂正報告書 

 

事業年度（第52期） （自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 平成19年６月28日提出 

上記１の有価証券報告書及びその添付書類に係る訂正報告書 平成19年９月11日提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（取引先に対する債権につ

いて取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合）に基づく臨時報告書 

平成19年10月１日提出 

上記３の臨時報告書に係る訂正報告書 平成19年11月16日提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月21日 

三信建設工業株式会社       

  取締役会 御中   

  淡青社公認会計士共同事務所 

      公認会計士 田中 治樹   印 

      公認会計士 加島 克美   印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三信建

設工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第52期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変

動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、三信建設工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

 会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月20日 

三信建設工業株式会社       

  取締役会 御中   

  監査法人 セントラル 

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 関口 俊雄  印 

  業務執行社員  公認会計士 萬歳 信行  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三信建設工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第53期事業年度の中間会計期間（平

成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中

間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、三信建設工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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